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☆オンライン知的財産セミナー（共同研究開発契約の実務）⑺
☆オンライン知的財産セミナー（最近の商標審判決における

識別力・類否判断の傾向に照らした自社商標保護の図り方） ⑻☆定冠詞と商標の識別力 ……………………… ⑴

１　はじめに
商標法（以下「法」という。）は、商標権発生の要件

として登録を受けることを定め（法18条１項）、商標登
録に当たっては審査官が出願を審査をしなければなら
ないものとされる（法14条）。審査官は、政令で定める
期間（１年６ヶ月（法施行令３条１項本文））内に拒絶
理由の存否を審査する（法15条各号）。拒絶理由は多
岐にわたるが、指定商品・指定役務についての審査（法

６条関係）を除けば、法３条１項各号に定める識別力の
審査と法４条１項11号に定める他人の先行商標との類
否に関する問題が実務で多く遭遇するものと言える。

我が国では、伝統的には日本語してのひらがな、カ
タカナ及び漢字を母語として用いられるとともに、日
本語をアルファベットで表示するローマ字も日本語と
して用いられているので、文字商標を採択する際にも、
これらの４つの文字種を選択し、又は組み合わせて表
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